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１．計画策定の背景と目的 

本市では、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（平成 20 年

(2008)5 月 23 日法律第 40 号）（以下「歴史まちづくり法」という。）に基づき、当市

における固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価

値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地

の環境（以下「歴史的風致」という。）の維持及び向上を図るため、「亀山市歴史的

風致維持向上計画」を作成し、その取組を推進している。 

平成 21 年(2009)1 月 19 日に国の第一次認定を受けた計画（以下「第 1期計画」と

いう。）により、旧亀山城多門櫓保存整備、亀山城跡を含む亀山公園及び周遊ルート

の整備、「関の山車」会館の整備等のハード事業をはじめとして、歴史的建造物の修

理・修景に係る助成事業、祭りや伝統文化等への支援等、様々な分野で歴史的風致

の維持及び向上に取り組み、併せて、「亀山市景観計画」（平成 23 年(2011)6 月策

定）により、亀山城下町、亀山宿及び関宿周辺の宿場や東海道の一体的な景観の維

持向上を図っている。 

旧亀山城多門櫓については亀山城跡・亀山宿の歴史的風致を象徴する建造物とし

て保存され、平成 26 年度(2014)に県有形文化財（建造物）の指定を受け、市民の地

域への誇りの源となり、歴史的資産への住民の関心・理解の向上につながってい

る。加えて、旧亀山城多門櫓を中心にその周辺の文化財の公開や周遊性の向上によ

り、来訪者数も増加傾向にある。 

また、平成 31 年(2019)3 月 29 日には「亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的

資源を守り継ぐ条例」を制定し、鈴鹿川等源流域における歴史的資源とそれらを生

み出した源流域の豊かな自然環境をかけがえのない財産として守り、次世代に継承

することを目的に施策を推進している。さらに、鈴鹿関跡が令和 3年(2021)3 月に国

の史跡に指定され、今後は全体像の解明に取り組んでいくとともにその管理や活用

についての検討を行っていくところである。 

しかし、歴史的資産の整備が進む一方で、当市の歴史的風致の根幹であり、徳川

家康が慶長 6 年(1601)に五街道を整備してから 400 年の歴史を持つ「東海道」につ

いては、街道に暮らす人々の生活に深く関わっているものの、宿場を結ぶ区間にお

いては市民や来訪される方が「東海道」であるとの認識がまだまだ薄く、歴史文化

拠点間を繋ぎ、まち一体となった魅力の発信が十分にできていない状況にある。そ

の他にも、拠点となる歴史的資産への誘導が今後も必要であることや、保存、継承

すべき歴史的建造物等も残っていること、また、少子高齢化に伴う地域の祭礼や伝

統行事の伝承において指導者や担い手の不足が懸念されていることなどの課題が未

だに解決されていないことから、より一層の歴史的風致の維持及び向上を目指し、

引き続き歴史的資産、文化財の保護とまちづくりが一体となる取組を推進していく

ため、亀山市歴史的風致維持向上計画の第 2期計画を策定することとする。 
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２．計画期間 

計画期間：令和 3年度(2021)～令和 12 年度(2030) 
 

平成 20 年度（2008）～令和 2年度

（2020） 

令和 3年度（2021）～令和 12年度

（2030） 

  

 

３．計画の策定体制 

本計画の策定体制と策定の流れを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0－１ 本計画の策定体制及びフロー 

第 2 期計画 第 1 期計画 

 

歴史的風致維持向上計画策定体制 

市長 
 

歴史的風致維持向上計画の決定 

報告 

歴史的風致維持向上計画案の作成 

提案 

主務大臣（文部科学省・農林水産省・国土交通省） 

申請 認定 
（「認定歴史的風致維持向上計画」となる） 

必要に応じて 
計画の見直し・変更 

意見 

庁内検討会議 

事務局 

亀山市歴史的風致維持向上 
計画協議会（学識者を含む） 
 

 
亀山市文化財保護審議会 
（学識者を含む）

市民 
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■亀山市歴史的風致維持向上計画協議会 

計画の推進や変更に関する協議・調整等を行うため、協議会を設置した。 

表 0-１ 「亀山市歴史的風致維持向上計画協議会」委員名簿 

氏名 所属 

菅原 洋一【会長】 三重大学名誉教授 

谷口 昭【副会長】 亀山市文化財保護審議会委員 

中浦 豊子 亀山市都市計画審議会委員 

滝本 麻須美 坂下星見の会 

清水 孝哉 関宿まちなみ保存会 

久保田 智子 宿場の賑わい復活一座 

三重県県土整備部都市政策課長 

三重県教育委員会社会教育･文化財保護課長 

亀山市建設部長 

亀山市市民文化部次長 
（令和 8年(2026)3 月現在） 

４．計画策定の経緯 

（１）亀山市歴史的風致維持向上計画（第 1 期）策定の経緯 

平成20年（2008） 5月23日 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の公布 

平成20年（2008）11月28日 亀山市歴史的風致維持向上計画協議会（法定協議会）の開催 

平成21年（2009） 1月19日 「亀山市歴史的風致維持向上計画」の認定 

平成21年（2009）  

～令和2年（2020） 「亀山市歴史的風致維持向上計画」の変更認定(5回)、軽微な変更（3回） 

（２）亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）策定の経緯 

令和2年（2020）  

～令和3年（2021） 庁内検討会議開催（6 回） 

令和 2 年（2020）10 月 19 日 第 15 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 2 年（2020）12 月 25 日 亀山市文化財保護審議会への意見聴取 

令和 3 年（2021）1月 22 日 第 16 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 3 年（2021）2月 16 日～3 月 17 日 パブリックコメント 

令和 3 年（2021）3月 22 日 第 17 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 3 年（2021）3月 29 日 「亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」を国へ申請 

令和 3 年（2021）5月 19 日 「亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の認定 

令和 5 年（2023）3月 29 日 第 18 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 5 年（2023）3月 31 日 「亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の軽微な変更 

令和 6 年（2024）3月 21 日 第 20 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 6 年（2024）3月 27 日 「亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の軽微な変更 

令和 7 年（2025）3月 10 日 第 22 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 7 年（2025）3月 14 日 「亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の軽微な変更 

令和 7 年（2025）5月 28 日 第 23 回亀山市歴史的風致維持向上計画協議会開催 

令和 8 年（2026）3月 31 日 「亀山市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の軽微な変更 

















































































































































































































































 

123 

第

３

章 

歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
方
針 

第3章． 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

１．歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組 

（１）関宿の重要伝統的建造物群保存地区 

関宿の町並み保存については昭和 55 年(1980)に町

並み保存条例を制定して保存事業に着手し、昭和 59 年

(1984)に国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を

受けた。東海道五十三次が戦災や戦後の開発により大

きく姿を変えていく中で唯一関宿だけが東海道の宿

場の景観を残していたことが大きな要因であった。保

存地区では地区選定翌年の昭和 60 年(1985)より、伝

統的建造物などの保存修理修景事業を継続して実施

するとともに、東海道の地道風カラー舗装や無電柱化

などを実施して伝統的建造物群の保存に取り組んで

きた。 

関宿の町並み保存の特徴は単に観光地化を目指す

のではなく、そこに暮らす人々の生活ごと「生活の場」

として保存することにある。 

関宿では昭和 55年(1980)に「関町まちなみ保存会」

が組織され、その後活動の幅を広げながら「東海道関

宿まちなみ保存会」と改称し、現在に至っている。さ

らに、平成 12 年(2000)には見学者の案内活動を行う

「関宿案内ボランティアの会」が、平成 16 年(2004)には

関宿の祭りを保存する「関宿『関の山車』保存会」がそ

れぞれ設立されており、それぞれの団体が連携協力しな

がら多面的な保存活動を展開している。 

また、昭和 60 年(1985)以降、継続して伝統的建造物な

どの修理修景事業を実施しており、現在まで毎年 3 件程

度の大規模修理工事、3～5件程度の中規模修理修景工事、

10 件程度の小規模修理修景工事が行われ、建造物所有者

や地域の住民の理解の下、町並みの保存活動が進められ

ている。 

こうした活動により、昭和 62 年(1987)の「日本の道

100 選」、平成元年(1989)の「手づくり郷土賞」、平成 12

年(2000)の「文化財保護法 50 周年記念表彰」、平成 17 年

(2005)の「手づくり郷土賞大賞」などを受賞している。 

関宿の町並み保存に対する取組は市内の他の地域に

も影響を与えており、現在では市内の歴史的な資産を活

 

 

 

 
■無電柱化整備 

 

整備後 

整備前 

 
■保存会による公開講座の様子 

 

■関宿の案内活動 
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かしたまちづくりのけん引役となっている。 

平成 26 年(2014)には関宿が重要伝統的建造物群保存

地区選定 30 周年を迎え、企画展示やシンポジウムなど

様々な記念行事を開催し、記念誌の発行を行った。 

 

 

 

 

 

（２）これまでの東海道を中心としたまちづくりの推進 

東海道を基軸にしたまちづくりとして官民様々な取

組を行なってきた。亀山宿江戸の道整備事業（平成元年

～4 年(1989～1992)及び自治省ふるさとづくり特別対策

事業）では、武家屋敷地区周辺での白壁土塀・舗石舗装・

歴史広場・案内板などの整備を実施した。東海道ルネッ

サンス事業（平成 4～13 年(1992～2001)）では、街道ウ

ォ―ク・和田一里塚の整備・道の駅関宿の整備を実施。

くらしの道づくり事業（平成 11～17 年（1999～2005）建

設省）では、東海道など 4路線の美装化整備などを行っ

ている。 

その中で平成 15 年(2003)には亀山宿に手作り屋号看

板（約 400 枚）を設置し、ポケットパーク（「お城見庭

園」）整備に携わったまちづくり団体が「中部の未来創造

大賞」を受賞した他、街道沿いの旧家に絵手紙を展示し、

現代の旅人との交流が図られるなど、民間主体の活動が

活発化してきている。 

市民による文化財保護団体の設立や活動については、

「ＮＰＯ亀山文化資産研究会」や「亀山宿語り部の会」

があげられる。「ＮＰＯ亀山文化資産研究会」は、三重県

主催のヘリテージマネージャー養成講座を修了した建

築士や大工などが、地域の住民・行政・専門家などと協

働して地域にとって価値のある身近な歴史的・文化的資

産に気付き、それらを守り・活かすことを目的に設立し、

歴史的建造物の保護活動を行っている。主な活動として

は旧亀山城多門櫓・明治天皇行在所での「お城で七五三

の写真を撮ろう」や関宿の町家の保存修理工事現場見学

会などを開催している。「亀山宿語り部の会」は関宿の案

内による町並み保存意識の啓発活動を担っていた「関宿

 
■「お城で七五三の写真を撮ろう」 

■東海道におけるまちづくり活動 

 
■亀山宿語り部の会 

 
■関宿重伝建選定 30 周年記念シン

ポジウムでまちなみ保存団体表彰 
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案内ボランティアの会」の活動に触発される形で、亀山

宿や亀山城などの案内を通じて文化財保存意識の啓発

のために市民が立ち上げた団体であり、東海道関宿まち

なみ保存会の波及効果と言える。 

既存の団体による歴史まちづくり活動も見られる。 

東海道沿道にあたる「野村地区まちづくり協議会」は、

地区住民が市文化財保護部署・歴史博物館と協働で学習

会や見学会などを開催し、地区内の歴史的資産をまちづ

くりに活かそうと活動している。 

巡見道・安楽越沿道に当たる「川崎地区まちづくり協

議会」は地区内に墓のあるヤマトタケルを題材にした歴

史ウォークや豊臣秀吉の天下統一の過程で歴史の表舞

台に出る峯城跡の保存整備活動や見学会など、地区内の

歴史的資産をまちづくりに活かす活動を地区住民自ら

の手で開催している。 

古道である金王道に深い関わりのある「昼生地区まち

づくり協議会」は協議会内に金王道整備委員会を立ち上

げ、保存整備活動や年2回のウォーキング大会を開催し、

地区内の歴史的資産をまちづくりに活かしている。 

他にも、さまざまな市民活動が行われている。 

「関宿スケッチコンクール」は市民らでつくる実行委

員会の主催で、平成 17年(2005)から始まり平成 26 年度

(2014)までは毎年開催され、その後は東海道関宿まちな

み保存会の主催で、3 年毎の「かめやま文化年」に合わ

せて開催されている。今も往時の面影を色濃く残す関宿

をスケッチすることで、描く人々だけでなく、それを迎

える住民の町並み保存への意識付けに寄与している。 

「東海道のおひなさま」は市民らでつくる実行委員会

の主催で、平成 24 年(2012)2 月から毎年開催されている

が、亀山宿と関宿の東海道沿いにある町家などが会場と

なっている。歴史的風致形成建造物である旧舘家住宅や

旧木村邸は第 1期計画で整備後、このイベントの会場と

して中心的な役割を担っている。また、加藤家屋敷と旧

舘家住宅については亀山トリエンナーレの会場として、

市民により積極的に活用されている。 

関宿旅籠玉屋歴史資料館では平成9年(1997)から亀山

市子ども会育成者連絡協議会が主催で、小学校高学年を

対象とした宿泊体験学習会を実施している。 

  

 
■関宿スケッチコンクール 

 
■東海道のおひなさま（旧木村邸） 

 
■野村地区まちづくり協議会学習会 

 
■峯城跡見学会 

 
■金王道ウォーキング 
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（３）伊勢鈴鹿関跡範囲確認調査事業 

平成 17 年(2005)の遺跡詳細分布調査と平成 18 年

(2006)の第 1次発掘調査で、築地塀の痕跡とそこに葺か

れていた瓦を確認し、出土した瓦片からこの築地塀は奈

良中期のものであることが判明した。以降、現在に至る

まで 9次にわたり発掘調査を継続し、奈良中期に鈴鹿関

の西端を区画する城壁（築地塀）が整備されたことが分

かってきた。 

これらの調査成果を現地説明会や調査地近くの西の

追分休憩施設でのパネル展示、市広報、地元ケーブルテ

レビの行政情報番組などにより、一般市民へ情報発信を

行ってきた。 

令和元年(2019)12 月に国の史跡の指定について文化

庁に意見具申を行ったところ、令和 2 年(2020)11 月 20

日国の史跡への答申があり、令和 3 年(2021)3 月に国の

史跡に指定された。 

 

 

 

 

  

 

■鈴鹿関跡第 9 次発掘調査第 2区 

 古代瓦片出土状況 

■鈴鹿関跡第 1 次発掘調査 

 築地塀痕跡確認状況 
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（４）第 1 期計画における取組 

第１期計画では東海道沿道を重点区域に指定し、旧亀山城多門櫓・旧舘家住宅・亀山

藩主石川家家老加藤家屋敷跡などの文化財の復原整備、東海道沿道や亀山公園を含む旧

亀山城周辺の歴史的環境の整備、関宿や東海道沿道における市民・散策者の休養・案内・

交流施設の整備などを一体的・重点的に実施するとともに、景観計画の策定など景観形

成に関する諸施策による歴史的景観の保護を進めた。 

特に旧亀山城多門櫓は、亀山城跡・亀山宿を中心とした地域の歴史的風致を形成する

重要な要素の一つであるが、これを復原修理し、江戸後期の姿に復原したことにより、

平成 26 年度(2014)に県指定有形文化財（建造物）に指定されるといった成果につながっ

た。また、櫓のある亀山公園へのアクセス路や周遊路を整備し、施設を公開することで

地域の誇りを育むとともに歴史資産の一層の活用促進を図ることができた。 

関宿においては東海道沿いの空き家を「関の山車」会館として整備し、山車などを適

正に保管するとともに、学習・展示、地元保存会などの伝承活動の拠点として活用して

いる。 

加太のかんこ踊りについては平成 20 年度(2008)から平成 24 年度(2012)に取り組んだ

無形文化財・無形民俗文化財記録作成事業において映像資料を作成した。作成した資料

をＤＶＤに収録して保存団体などに配布を行ったことにより、歴史文化資産への意識・

理解の向上につながっている。また、記録作成事業により、平成 26 年(2014)3 月に県の

無形民俗文化財に指定された。 

これらの事業により、亀山宿や関宿の来訪者数の増加や地域主体の新たな取組へと発

展している。 

 

表 3-１ 第１期計画における事業実績及び評価概要 

事業名：亀山城跡を含む亀山公園及び周辺の歴史的環境整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成 20-22 年度(2008-2010) ・公園整備、市道改良を亀山城関連施設

として一体的に整備し、施設間の回遊

性を大きく向上させた 

・緑化などの景観整備により、良好な景

観づくりが推進でき、市民の文化意識

の向上が図れた 

事業概要 

・亀山公園園路整備 

・市道市ヶ坂江ケ室線歩道

整備 

事業名：鈴鹿峠自然の家改装事業  

事業期間 事業評価 

 

平成 20-21 年度(2008-2009) ・本来の形状を極力保存して耐震補強

することにより、文化財としての価

値の保存と施設活用上の安全性の向

上が図れた 

・周辺施設との一体的な活用が行える

整備を行い、景観上の改善も図れた 

事業概要 

・「鈴鹿峠自然の家」の耐震

補強及び修理・復原 

・駐車場整備 
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事業名：「関の山車」会館整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成 28-30 年度(2016-2018) ・山車の保存や伝承活動の存続を図る

地域交流の拠点が確保できた 

・開館記念式典では多くの市民が見学

に訪れ、歴史的風致への意識や関心

の向上が図れた 

事業概要 

・「関の山車」会館の整備 

事業名：関宿周辺環境整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成20年度（2008） ・未活用であった歴史的価値のある建

築物（旧木村邸）を整備し、関宿観光

駐車場の利用者の休養・休憩施設と

して利用することで利便性向上が図

れた 

・足湯交流施設は、見学者と住民の交

流の場として活用されており、歴史

的風致の向上が図れた 

事業概要 

・足湯施設「小萬の湯」整備 

・旧木村邸を「関宿足湯交流

施設」として整備・公開 

事業名：旧亀山城多門櫓保存整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成 20-23 年度(2008-2011) ・歴史的価値のある建造物を復原修理

し、公開施設として活用した 

・亀山宿・亀山城周辺地域における歴

史的風致形成建造物などを繋ぐ回遊

ルートが確立され、歴史的風致の向

上が図れた 

事業概要 

・石垣などと多門櫓の復原

修理 

事業名：加藤家屋敷保存整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成20-22､25 年度 

(2008-2010､2013) 

・平成20年度(2008)から史跡の主要な

部分について公有化し、本格的な整

備を行ったことにより、歴史的風致

の向上が図れた 

 

事業概要 

・加藤家長屋門・土蔵・主

屋の用地公有化・復原修

理 

事業名：旧舘家住宅保存整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成 20-21 年度(2008-2009) ・周辺の加藤家長屋門や旧亀山城多門

櫓などの歴史的建造物などと一体と

なって、街道沿いの良好な景観形成

に寄与した 

・景観計画を進める上で、地域の歴史

的建造物景観の先導的役割を担って

いる 

事業概要 

・旧舘家住宅の復原修理 
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事業名：大久保神官家棟門保存整備事業  

事業期間 事業評価 

 

平成24年度(2012) ・亀山藩御流儀心形刀流武芸形の保存

伝承施設である亀山演武場の表門で

あり、良好な景観に寄与した 

・多門櫓入口階段から亀山神社拝殿に

至る歴史的風致の向上が図れた 

事業概要 

・大久保神官家棟門の復原

修理 

事業名：亀山城関連施設復原事業  

事業期間 事業評価 

 
 

平成 21､27 年度(2009､2015) ・外堀は城下町の各地区を区切る重要

な遺構であり、地区の歴史的景観の

特性を明らかにすることができた 

・野村地区の旧佐野家住宅を復原修理

したことで東海道の散策者の利便性

向上が図れた 

事業概要 

・外堀の復原整備 

・旧佐野家住宅の復原修理 

事業名：歴史的風致形成建造物修理事業 

事業期間 事業評価 

 

平成 27､29 年度(2015､2017) ・民間所有物の修理を支援することに

より、その保存・活用の促進、住民の

意識向上が図れた 

・整備により歴史的風致の向上ととも

に、散策者、見学者の安全確保も図れ

た 

事業概要 

・片山神社復原整備 

・福泉寺山門修理 

事業名：旧田中家住宅保存整備事業  

事業期間 事業評価 

 
 

平成31-令和2年度 

(2019-2020) 

・復原修理した歴史的施設を公開し、そ

の保存・活用を図った 

・歴史的な散策拠点の一つとして、回遊

ルートを繋ぐ施設となった 

 

事業概要 

・旧田中家住宅の土蔵・文

庫蔵の復原修理 
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～コラム：関の山車会館～ 

① 「関の山車」に関わる文化財の概要 

「関宿祇園夏まつり」は、関宿を代表する夏の風物詩で

ある。そこで曳きだされる山車、山車に取り付けられる幕

や提灯、これらを保管する山車倉、山車の運行や山車で奏

でられる囃子などはすべて一体として貴重な文化財であ

り、その保存・伝承のため、山車や山車に取り付けられる

幕などは有形民俗文化財として、山車の運行や囃子など

は無形民俗文化財として、平成 3 年(1991)に市の文化財

に指定された。関の山車を保存する地区は 4地区で、各地

区に 1台の山車が存在し、保存伝承活動を行っている。 

②会館の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③施設概要 

＜有形民俗文化財の保存伝承 山車収蔵展示棟＞ 

山車を保存するための収蔵スペース及び修理ヤードで、山車収蔵展示棟には 2 台収蔵と

し、既存山車倉を分館的に活用する。 

＜無形民俗文化財の保存伝承 離れ＞ 

お囃子の練習を行うとともに、用具の保管や発表などが行える。 

＜関宿の新たな魅力づくりと振興への寄与 主屋、山車収蔵展示棟、土蔵＞ 

関の山車について、来訪者の理解を深め、学習などが行える展示スペースで、2 台の山車

及び見送り幕や歴史資料などを展示する。 

④位置 

関の山車会館整備位置は関町中町地内である。当地は東海道に面し、山車巡行路の中心

にあたり、また、既存山車倉と適度な間隔を有し、関の山車の保存伝承に適し、歴史的町

並みとの一体性の確保が得られる。また、中町東部に当たり、関宿来訪者の関宿東部への

散策誘導に資する場所である。 

 

「関の山車」の保存（有形民俗） 
・文化財としての山車の保存 
・見返り幕など付属品や資料の保管 

「関の山車」の伝承（無形民俗） 
・囃子の伝承 
・囃子の伝承活動の見学 

 
 

 

■関の山車 

関宿の歴史文化の保存と継承 
・祭りを通じての世代間交流 
・祭りを支える人材育成 

 

関宿の新たな魅力づくりと振興 
・観光客、訪問者への関の山車と祭りの紹介 
・展示による郷土学習 

「関の山車」の展示 
・山車の展示 
・祭りの紹介 
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２．歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

本市は第 1 期計画に基づき、旧亀山城多門櫓保存整備、亀山城跡を含む亀山公園及び

周遊ルートの整備、「関の山車」会館の整備などのハード事業をはじめとして、歴史的建

造物の修理・修景に係る助成事業、祭りや伝統文化などへの支援など、様々な分野で歴

史的風致の維持及び向上に取り組んできた。 

その結果、まちの魅力や景観の向上、歴史的建造物の保存及び活用、伝統文化の継承

に関する活動の活発化、新たな市民活動への波及、歴史まちづくりに対する市民の理解

と意識の向上など、一定の成果を得、課題の軽減を図ることができた。 

しかし、整備による施設の保存は図れたものの、拠点を結ぶ街道の整備など、その活

用については課題が残っており、また、社会情勢の変化、人口減少・少子高齢化による歴

史資源の保存に関する課題等も深刻化している。これらの課題を下記の四つに整理した。 

 

（１）東海道及び沿道環境に関する課題 

本市の歴史的風致は、東海道を中心として受け継がれてきている。第 1 期計画におい

て沿道拠点施設などの整備や、亀山市景観計画に基づく関宿及び亀山城下町周辺の景観

形成推進地区指定、東海道の一部区間を景観重要道路に指定など、景観保全に取り組ん

できた。 

しかし、当市の歴史的風致の根幹である「東海道」の宿場間を結ぶ区間については、市

民や来訪される方にとって、東海道であるとの認識がまだまだ薄く、情報発信が十分に

出来ていない状況である。 

関宿や亀山宿の来訪者数の増加に伴って東海道の散策者も年々増加傾向にあるが、安

全に散策できる環境や拠点への適切な誘導などの来訪者への環境整備が不足しているこ

とに加え、依然として町並みと不調和な建築物や工作物が存在しているという課題があ

る。 

 

（２）歴史的建造物及び周辺環境に関する課題 

本市の歴史的風致を構成している建造物は国及び県・市指定の文化財の他、未指定の

歴史的建造物が数多くあり、第 1 期計画の推進により、歴史的建造物の保存整備は進ん

でいるものの、整備が必要な歴史的建造物は未だ多く残っている状況である。また、歴

史的建造物の多くが木造家屋であり、火災による被害が懸念され、防火の措置が必要な

場合がある。 

また、これまで所有者や管理者の維持管理に対する努力とともに、修理に対する費用

助成や、歴史的建造物の土地の公有化から保存・活用、歴史的風致形成建造物の指定な

どにより保存を図ってきたが、今後少子高齢化が進み、後継者不足となることに伴い、

歴史的建造物の維持管理がさらに困難となることから、その保存継承が課題である。 
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（３）新たな歴史文化遺産の発掘と調査等による価値付けに関する課題 

本市の近世以前に関連する歴史文化遺産は、地下に包蔵されているものが多く、これ

らは、市の歴史、特に都市構造の発展を解明するための重要な資料であり、かつ歴史的

風致の基礎構造を詳細に解析する上での大きな手がかりとなるものである。 

旧関町区域においては、平成 18 年度(2006)より行っている鈴鹿関跡の調査を継続して

行い、西外郭線の範囲をほぼ確定し、これまでの調査結果を報告書としてまとめること

ができた。しかし、国の史跡指定の範囲は鈴鹿関の一部分にとどまっており、全体像は

まだ明らかにされていないことや管理や活用の方針が十分に検討できていない。 

また、その他の遺産についても未調査の部分が多く見られることが課題となっている。 

 

（４）伝統文化等の伝承、地域活動の活性化に関する課題 

本市には歴史的風致を構成する要素として「関の山車」、「かんこ踊り」など各地域に

おける祭りや伝統行事が数多く存在し、その多くは市の無形民俗文化財に指定されてい

る。平成 30 年(2019)「関の山車」会館の開設により、「関の山車」の保存や祭囃子など

の伝承活動の拠点とすることができた。 

伝承活動の拠点整備を実施したことにより、既存活動の活性化、また、新たな市民活

動も生まれ、地域住民などの文化財への意識向上に繋がっている。 

しかし、依然として伝承活動においては担い手不足が深刻化しており、熟練者の高齢

化・減少化が進んでいるということが課題である。 

また、整備した施設などについて、地域住民、活動団体よりさらに有効活用していこ

うという動きが出ているが、十分に対応できていないという課題が残っている。 
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３．上位・関連計画との関連性 

本市では亀山市総合計画や亀山市都市計画マスタープランなどを時代に即して定期的

に改訂している。これらの計画との整合や調和、連携を図ることによって、本市固有の

歴史的風致の維持向上を図ることが重要であるため、本計画は本市の基本構想を含む亀

山市総合計画に即するとともに、関連計画とも整合が保たれたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

亀山市 
歴史的風致維持向上計画 

亀 山 市 総 合 計 画 

主な関連計画 

●亀山市都市マスタープラン 

●亀山市景観計画 

●亀山市文化振興ビジョン 

●亀山市観光振興ビジョン 

●東海道歴史文化回廊保存・整備

基本計画 

●亀山農業振興地域整備計画 

即する 即する 

整 合 
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（１）第 2 次亀山市総合計画 

本市では平成 29年度(2017)に始まった第 2 次亀山市総合計画において「歴史・ひと・

自然が心地よい緑の健都かめやま」を目指す将来都市像としている。 

施策の大綱「快適さを支える生活基盤の向上」の内、「都市づくりの推進」において、

歴史的町並みの維持・継承を図るとともに、適切な景観形成や公共空間のユニバーサル

デザインの実現に取り組み、魅力的で安らぎのある都市形成を推進することとしている。 

また、「歴史的風致を生かしたまちづくりの推進」においては、施策の方向として①東

海道を基軸とした歴史的風致の維持向上、②関宿伝統的建造物群保存地区の保護の推進

を掲げている。 

■将来都市像 

 

■前期基本計画 
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政策や施策の枠組みにとらわれない戦略的な視点に基づき、重点的に取り組むものと

して位置付けられた戦略プロジェクトの一つに、「ジモトノココロ」プロジェクトを掲げ

ており、歴史的風致の維持向上について、東海道を基軸として亀山宿・関宿・坂下宿の 3

宿のそれぞれの魅力を高めるとともに、そこにある暮らしとの調和を図ることで、3 宿と

それをつなぐ沿道全体の歴史的な魅力あふれる都市空間の形成を推進することとしてい

る。 

 

◆プロジェクトの取組 

歴史的風致の維持向上 

◇東海道を基軸として、亀山宿・関宿・坂下宿の 3 宿のそれぞれの魅力を高めるとともに、そこにある暮

らしとの調和を図ることで、3 宿とそれをつなぐ沿道全体の歴史的な魅力あふれる都市空間の形成を進

めます。  
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（２）亀山市都市マスタープラン 

本市の特徴である豊かな自然環境や東海道を軸とした歴史資源、さらにはそれらが暮

らしの中に溶け込んだ都市の姿を継承するなかで、鉄道駅を中心とした既成市街地への

都市機能及び居住の誘導などを効率・効果的に進めるとともに、市内及び近隣市などと

の多様なネットワークを構築することで、都市の価値と魅力（都市力）の向上を図り、

「持続的に発展し続けられる健都」を目指すこととしている。 
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継承する都市構造の要素及び将来の都市の構造では、亀山宿・関宿・坂下宿を歴史拠

点、それを繋ぐ東海道を歴史軸として位置づけ、保全・継承を図ることとしている。ま

た、亀山宿と関宿は都市機能誘導拠点として位置付けられている。 

 

■将来都市構造 

 

歴史軸（東海道） 

歴史拠点（亀山宿、関宿、坂下宿） 

亀山市歴史的風致維持向上計画の重点区域である亀山宿、関宿、坂下宿（歴史拠点）や それを繋ぐ東海道

（歴史軸）の歴史的風致や景観などを中心に、市内の歴史的資産の保全・活用を図ることで本市らしい「都

市の姿」の保持に努めます。 

 

都市拠点の形成 

◇亀山中央都市機能誘導区域（中心的都市拠点） 

本市の『都市力』の中心となる区域として、「施設の集中による都市の拠点性強化」を図るため、都市機能

施設間が容易に移動できる範囲を目安にＪＲ亀山駅や商業集積地などを含む区域を設定し、中心的都市拠点

として市の顔づくりを進めます。 

◇関都市機能誘導区域（副次的都市拠点） 

まちづくり観光を中心に『都市力』の向上を図る区域として、歴史的町並みの維持・継承を基本に関生活

圏に対処した都市機能の維持・充実及び空き家の活用を進め、歴史文化に抱かれながらゆとりのある暮らし

のできる生活空間の形成を図ります。 
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（３）亀山市景観計画 

本市では平成23年度(2011)に景観計画を策定し、市域全域を景観計画区域としている。 

景観形成の基本理念を「自然を守り 歴史・文化が息づく魅力ある本市の景観の保全・

創出」とし、特性を活かし、積極的に景観形成を図っていく地区として「景観形成推進地

区」、「景観重点地区」を指定している。また、東海道の一部区間を景観重要道路として、

町並みとの調和に配慮した整備方針を定めている。 

 

■景観形成推進地区・景観重点地区 

 
■景観形成基準のイメージ 
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（４）亀山市文化振興ビジョン 

目指すまちの姿を「いせのくに亀山・文化創造都市～『伝統の文化』と『創造の文化』

の調和・発展～」とし、文化振興の基本方針の一つに「個性を生かした魅力あふれるま

ち」を掲げ、施策として歴史文化遺産の保存と活用、伝統芸能の継承と活用、文化的な景

観の保存などの推進を記載している。 

また、本ビジョンで重視すべき施策を「文化のみえる化プロジェクト」とし、三つのプ

ロジェクトの一つに「歴史的風致のまちづくりプロジェクト」を挙げ、重点的に取り組

むこととしている。 

 

 

■ビジョンの基本的方向のイメージ 

 
 

■文化のみえる化プロジェクト（重点的な取組） 
プロジェクト 

名称 
かめやま文化年 

プロジェクト 

歴史的風致のまちづくり 

プロジェクト 

未来に羽ばたく人づくり 

プロジェクト 

対象 

・価値ある資源 

・人材や技術 

・市内外の人々 

・歴史文化遺産 

・歴史的な町並み 

・自然景観 

・子供 

・市民 

・市民活動団体 

◇歴史的風致のまちづくりプロジェクトの概要 

本市が持つ歴史文化遺産や自然環境、景観などを生かしたまちづくりを推進し、誰もがこのまちに住んで

良かったという気持ちが自然に生まれるような、クオリティ・オブ・ライフの高いまちを目指す。 

【主な取組内容】 

・歴史的風致維持向上計画の具体的な推進 

・東海道関宿の重要伝統的建造物群保存地区における修理・修景の推進 

・文化的な景観の保全・整備の推進 

・デジタル市史の積極的な活用 
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（５）亀山市観光振興ビジョン 

本市の観光振興ビジョンでは、基本方針を「まちを磨き、交流を育む、まちづくり観光

を進める」としている。 

基本方針を基に施策として「歴史資源の保全・磨き上げ」を掲げており、歴史文化財に

関する調査ならびに保全・整備事業を着実に推進していくとともに、市内の様々な歴史

文化遺産への理解を深め保存・継承することとしている。 

 

■観光振興ビジョンの基本方針 

 

 

 

 

 

■施策の体系 
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（６）東海道歴史文化回廊保存・整備基本計画 

『東海道歴史文化回廊』は「東海道」を基軸に、地域の歴史・文化・自然などの資産を

市民や来訪者の興味と関心を高める多様なストーリーでテーマづけしたネットワークで

つなぎ、人々の暮らしとともに守り活かしていくことで、地域にそして本市に交流の輪

と一体感を醸成していくことを推進している。平成 18 年度(2006)に策定した基本方針を

踏まえ、『東海道歴史文化回廊』の創出を進めるために必要な設備や活動について具体的

に整理し、平成 19 年度(2007)に基本計画として定めた。 
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（７）亀山農業振興地域整備計画 

本計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて農業の振興を図るために、

農用地の利用や農業生産基盤の整備開発、農用地等の保全などに関しての方向性を定め

ている（地域指定：平成 19 年度(2007)、最新計画変更：令和 2 年度(2020)）。 

本市における農業振興地域は市街地や山林地帯などを除いた約 7,237ha が指定されて

おり、平成 30 年度(2018)時点の農用地は約 2,334.3ha となっている。農用地の見通し

（目標年：令和 10 年度(2028)）として 2,308ha の確保を掲げ、農業振興地域については

農業生産の場として優良農地の保全・確保を図るとともに、景観形成や保健休養、教育

の場として活用を図ることとしている。 

 

■農業振興地域及び農振農用地区域 
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４．歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

第 1 期計画における取組状況と「２．歴史的風致の維持及び向上に関する課題」を踏

まえ、本市固有の歴史的風致の維持及び向上を図るため、以下に示す四つの基本方針を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東海道及び沿道環境に関する方針 

これまでの沿道拠点施設などの整備や景観保全の取組に加え、今後は街道の美装化を

はじめとする沿道環境の整備を行い、歴史的な街道であることが一目でわかる統一性の

ある景観の創出を図るとともに、市民や来訪者が安全・安心に歩ける道路整備を推進す

る。歴史文化拠点を東海道で繋ぎ地域間の連携強化を図ることで、個々の歴史的資産を

さらに活用していく。 

さらに、ポケットパーク等の休憩・休養施設や交流施設等の便益施設、案内・誘導看板

（サイン）について、必要な設置箇所を検討し、計画的に整備を推進する。 

歴史的建造物等において、見ている風景に文字・映像情報を効果的に付加するといっ

たＩＣＴを用いた施設案内看板を設置し、市民や来訪される方へ情報発信を行う。また、

情報発信に当たっては、多言語対応等、外国人旅行客等への満足度向上も図っていく。 

これらの整備を推進することで市民や来訪者の利便性を高め、拠点への適切な誘導を

促進し、歴史的建造物及び拠点施設の活用を推進する。 

 

（２）歴史的建造物及び周辺環境に関する方針 

文化財指定を受けた建造物については既存の文化財保護制度を活用しながら、修理費

の補助などの支援を行い、今後も継続して保存を図る。また、新たに歴史・文化的な価値

が認められたものについては「歴史的風致形成建造物」としての指定を積極的に行い、

文化財への指定・登録を検討していく。 

拠点となる歴史的建造物の整備を今後も推進し、整備が必要な建造物については保存

整備を実施していく。 

また、引き続き文化財施設の防災に対する啓発を行うとともに、整備した建造物の市

民の創意を生かした活用や各施設が連携した取組を進め、市民が安心して生活できる環

（１）東海道及び沿道環境に関する方針 

（２）歴史的建造物及び周辺環境に関する方針 

（３）新たな歴史文化遺産の発掘と 
調査等による価値付けに関する方針 

（４）伝統文化等の伝承、地域活動の活性化に関する方針 
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境や来訪される方が安全に散策できる環境を整えていく。 

建築物などの維持管理についての担い手の高齢化や後継者不足といった課題に対して

は、所有者が気軽に相談できる雰囲気づくりや相談窓口の充実にも積極的に取り組み、

地域や行政が一体となって歴史的建造物の保存を図る。 

 

（３）新たな歴史文化遺産の発掘と調査等による価値付けに関する方針 

鈴鹿関跡範囲確認調査を継続して実施し、中心部と東外郭線の有無について調べ、保

存管理計画の策定や計画に基づいた整備を実施していく。 

また、その他の遺産についても調査を実施し、市域の歴史や文化の解明を進める。 

埋蔵文化財の保護のため、周知の埋蔵文化財包蔵地の積極的な周知と、文化財保護法

に基づく適正な取扱いを推進していく。 

 

 

（４）伝統文化等の伝承、地域活動の活性化に関する方針 

「関の山車」会館などの伝承活動の拠点施設を活用し、市民などが伝統文化を反映し

た活動を披露する場を継続して提供していく他、市民活動団体などが主体となった取組

が継続していけるよう、保存継承活動への助成、支援を今後も実施していく。また、各団

体が行う広報活動・公演活動などについても、情報提供・活動支援を行っていく。 

玉屋宿泊体験などのイベントにより地域の伝統文化に触れる機会の創出、学校教育や

生涯学習の一環として伝統行事への参加促進を図るなど、将来の担い手育成の新たな仕

組みを検討する。 

施設のさらなる活用については、定期的に地域で活動している団体などの定例会議で

意見交換を継続的に行うことで、地域住民や活動団体と連携した取組を進めていく。 
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５．実施体制 

本市では全市をあげて歴史的風致の維持向上を図っていくために、「亀山市歴史まちづ

くり事業調整会議」を設置し、事業担当部署間の横断的調整及び庁内合意形成を行って

いる。引き続き、「亀山市歴史まちづくり事業調整会議」により連携・調整し、歴史的風

致の維持向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 「亀山市歴史まちづくり事業調整会議」の体制 

連携 

 

＜事務局＞ ＜事業担当部署等＞ 

 
 
建設部 
都市整備課 
 
市民文化部 
文化課 

連絡・調整 

政策部 政策推進課 

総務財政部 財務課 

教育委員会事務局 学校教育課 

産業環境部 環境課 

教育委員会事務局 生涯学習課 

建設部 土木課 

建設部 建設管理課 

市民文化部 まちづくり協働課 

産業環境部 商工観光課 
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第4章． 重点区域の位置及び区域 

１．重点区域の位置及び区域 

（１）重点区域設定の考え方 

重点区域は「歴史まちづくり法」に基づいて、国の重要文化財、重要有形民俗文化財

又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地、重要伝統的建造

物群保存地区内の土地の区域及びその周辺の土地の区域で、歴史的風致の維持及び向上

を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが必要な区域を設定する。 

重点区域における歴史的風致の向上がその他の歴史的風致の維持向上にも繋がり、ひ

いては本市全域の魅力向上を目指す。 

本市における歴史的風致は第 2 章で紹介したとおり、東海道を中心に複数の街道等が

交わる地として、そこに生活する人々と往来する人々の相互の交流によって生まれ、育

まれ、今に伝え受け継がれてきた「街道文化」が具現化したものであり、それぞれ個々

の歴史的風致として取り上げられているものの、街道を通じ相互に深く関連したものと

なっている。 

東海道における街道文化の核となる建造物として、亀山市関宿伝統的建造物群保存地

区が挙げられるが、関宿の発展は江戸期に東海道五十三次の宿場町が置かれ、本市域で

も亀山宿・関宿・坂下宿の 3 宿が開かれたことにより、近世初頭に宿駅として集中的に

整備され、相互に密接な関わりをもってきたことに起因し、この時期に整備された都市

の基本構造は現在まで引き継がれている。また、拠点となる宿駅だけでなく、野村集落

や川合・和田集落をはじめとした本市内の東海道沿い集落は、互いに近接し切れ目なく

続き、その僅かな切れ目は松並木によって繋がれている。さらに東海道沿線では、関の

山車の祭り、町家で営まれる伝統産業、亀山神社の大祭、正調鈴鹿馬子唄、傘鉾祭り、

かんこ踊り等、宿駅として発展した時代における人々の交流等から生まれ、発展、継承

されてきた多様な伝統的な営みを今なお見ることができ、亀山市関宿伝統的建造物群保

存地区を中心として、「街道文化」を具現化する歴史的風致が一体となって形成されてい

るといえる。 

こうした観点から、第１期計画では東海道及び東海道上に位置する亀山宿・関宿・坂

下宿の 3 宿を中心とする集落を一体的な区域として捉え重点地区に設定し、東海道沿道

区域における歴史的風致の維持及び向上に重点的に取り組んできた。 

東海道沿道区域では第 3 章で取り上げた歴史的風致の維持向上に係る課題が顕在化し

ており、第 2 期計画においても重点的かつ一体的に歴史的風致の維持向上に係る施策を

推進する必要があることから、引き続き同区域を重点区域として設定し、東海道沿道の

道路の美装化や便益施設などの沿道環境整備を推進していく。 

また、新たに国の史跡指定を受けた「鈴鹿関跡」は、律令三関に数えられる我が国の

古代国家が最も重視した交通管理施設の一つである関所の跡である。設置時は奈良に都

がおかれており、都と東国を結ぶ当時最も重要な街道の一つであった大和街道と後の東

海道との接点に設置され、東海道と大和街道を繋ぐ核となる建造物である。 
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鈴鹿関跡を中心とした大和街道沿いの区域では、地元の人々の手による鈴鹿関跡を中

心とした歴史文化資産の保存維持活動が続けられており、それによって歴史を感じさせ

る景観とともに、歴史的風致が形成されている。 

なお、この区域には江戸時代の宿駅制度により加太宿が開かれ、その集落には多くの

歴史的建造物等が残り、民俗文化等が今も継承されている。また、近年においては、大

和街道沿いを走る関西鉄道（現在のＪＲ関西本線）についても、地域の人々の手による

景観維持活動等により、近代化遺産としての価値を認められ、注目を浴びている。 

大和街道沿道区域においても、第 3 章で取り上げた新たな歴史文化遺産の発掘・調査

と、地域活動の活性化等の課題が顕在化しており、第 2 期計画において新たに重点区域

に設定し、施策を実施していくこととする。 

当市に存する関わりの深い二つの街道と四つの宿場町において、時代により変化する

主要な街道の歴史とそれにより継承される街道文化の歴史的風致を、より連携させて一

体的なものとして維持向上に取り組むことにより、さらに魅力あるものとし、効果が有

効・効率的に発揮される施策の推進を図っていく。 

 

  

図 4-1 本市の維持向上すべき歴史的風致と重点区域 
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 ① 文化財等の分布状況 
 ② 歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組 
 ③ 歴史的風致の維持及び向上に関するこれからの取組 

図 4－2 重点区域の範囲設定の考え方 

本市の維持向上すべき歴史的風致 

重点区域（施策を重点的かつ一体的に推進する区域） 

①文化財等の分布状況 
 ・国指定及び選定の文化財の分布 
 ・県及び市指定の文化財の分布 

②これまでの取組 
 ・関宿の重要伝統的建造物群保存地区 
・東海道を中心としたまちづくりの推進 

景観形成等に関する施策による保護 
 ・都市計画、景観計画など 

範囲の 

設定 

③これからの取組 
 ・東海道から分岐した街道を中心とした 

まちづくりの推進 
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（２）重点区域の位置 

重点区域は、国・県・市の指定又は登録文化財の分布状況、維持向上すべき歴史的風

致の状況・課題、重点的かつ一体的に実施すべき施策の内容を踏まえ、東海道「関宿」

周辺の歴史的風致、東海道「亀山城跡･亀山宿」周辺の歴史的風致、東海道「坂下宿・鈴

鹿峠」周辺の歴史的風致、東海道「野村集落」周辺の歴史的風致、東海道「川合・和田

集落」周辺の歴史的風致の東海道沿道と、大和街道「加太宿」周辺の歴史的風致の大和

街道沿道の二つの重点区域を設定することとしたが、両区域の１部が重複するため、一

体的な重点区域として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重点区域の区域 

重点区域の位置については、図 4－3 に示したとおりである（詳細については、図 4

－4～図 4－10 参照）。重点区域の範囲については、「第 2 章１．亀山市の維持向上すべ

き歴史的風致」における地域区分に応じ、下記のとおり範囲を決定する。 

なお、東海道及び東海道から分岐する街道については、歴史的建造物などが点在し、

各地域の連続性を確保するとともに、周遊などにおける一体性を確保する意味から区域

に含めることとする。その範囲については、集落の範囲、東海道沿い町家の一宅地分の

図 4－3 重点区域位置図 
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奥行き（約 50ｍ）、河川や山の尾根線などの地形、町丁目界、主要な道路・鉄道などの

地物から設定した。 

 

①東海道「関宿」周辺 

東海道「関宿」周辺については、「地蔵院本堂・愛染堂・鐘楼」「亀山市関宿伝統的建

造物群保存地区」が所在し、その他の指定文化財として「東の追分・西の追分」「旅籠玉

屋」「関の山車」「観音山」がある。その他、歴史的風致を構成する要素としては、菓子・

茶などの伝統産業に関連する文化財（民俗技術）や地蔵院で行われる諸行事（無形民俗

文化財）、観音信仰に関わる堂（建造物）、石造物群（有形民俗文化財）などがある。 

これら文化財などが分布し、祭礼において巡行などが行われる範囲は、重要伝統的建

造物群保存地区を核として、その周辺の城山・観音山などを含む範囲である。東海道「関

宿」周辺地域においてはこれらの文化財や活動が行われる範囲を下記の図のとおり重点

区域とする。 

 

 

  

図 4－4 重点区域の区域（東海道「関宿」周辺 拡大図） 

区間 区域(境界)の説明 【北側】 区間 区域(境界)の説明【南側】 

 1 - 2 市道新所白木一色線  9 - 10 ＪＲ関西本線 

 2 - 3 観音山尾根線   

 3 - 4 観音山と関富士の山頂を結ぶ線   

 4 - 5 関富士尾根線   

 5 - 6 富士ハイツ敷地境界   

 6 - 7 泉ヶ丘団地敷地境界   

 7 - 8 小野川   

 

1

2 3 4 5

6 7

8

9

10 

表 4－1 重点区域の境界（東海道「関宿」周辺） 
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②東海道「亀山城跡･亀山宿」周辺 

東海道「亀山城跡・亀山宿」周辺については、「旧亀山城多門櫓」「加藤家長屋門及び

土蔵」「旧舘家住宅」「明治天皇行在所」「大久保神官家棟門」「亀山藩御流儀心形刀流武

芸形」などがあり、その他、歴史的風致を構成する要素としては亀山神社や亀山八幡神

社の祭礼などの他、東海道上に伝統的な町家が点在している。 

これら文化財などが分布し、また祭礼においては巡行などが行われる範囲は、亀山城

の城郭・城下町及び東海道亀山宿の範囲であり、全体が丘陵上にあってその縁辺は急崖

の緑地となっている。東海道「亀山城跡･亀山宿」周辺においてはこれらの文化財や活動

が行われる範囲を下記の図のとおり重点区域とする。 

 

 

 

 

 

  

図 4－5 重点区域の境界（東海道「亀山城跡･亀山宿」周辺 拡大図） 

区間 区域(境界) の説明【北側】 区間 区域(境界) の説明【南側】 

 11 - 12 都市計画用途地域界  15 - 16 都市計画用途地域界 

 12 - 13 12 と 13 を結ぶ線  16 - 17 県道 565 号線 

 13 - 14 市道栄町本町線中心より 50ｍ  17 - 18 町丁目界 

   18 - 19 市道栄町本町線中心より 50ｍ 

 

11 12

13

15

16

17 18

14

19

表 4－2 重点区域の境界（東海道「亀山城跡･亀山宿」周辺） 



 

152 

重
点
区
域
の
位
置
及
び
区
域 

第

４

章

③東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺 

東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺については、「鈴鹿峠自然の家」「法安寺庫裏の玄関」

「正調鈴鹿馬子唄」があり、その他、歴史的風致を構成する要素としては、鈴鹿峠の峠

道などがある。 

東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺において、これらの文化財や活動が行われる範囲を下

記の図のとおり重点区域とする。 

 

 

 

 

  

区間 区域(境界) の説明【北側】 区間 区域(境界) の説明【南側】 

 20 - 21 市道坂下江州線中心より 50ｍ  20 - 27 市界 

 21 - 22 国道1号線中心より 50ｍ  27 - 28 市道坂下江州線中心より 50ｍ 

 22 - 23 市道坂下線中心より 50ｍ  28 - 33 鈴鹿川 

 23 - 24 法安寺敷地境界   

 24 - 25 市道坂下線中心より 50ｍ   

 25 - 26 鈴鹿峠自然の家敷地境界より 50ｍ   

 

図 4－6 重点区域の境界（東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺 拡大図その 1） 

20

21

28

27

22
23 24

25

26

表 4－3 重点区域の境界（東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺その 1） 

33

図 4-7 へ 
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2933

34

35

36

37

38

39

40

30

31

32 1

26

28

図 4-6 へ 

図 4－7 重点区域の境界（東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺 拡大図その 2） 

区間 区域(境界) の説明【北側】 区間 区域(境界)の説明【南側】 

 26 - 29 市道沓掛線中心より 50ｍ  28 - 33 鈴鹿川 

 29 - 30 鈴鹿川  33 - 34 33 と 34 を結ぶ線 

 30 - 31 市道市瀬 3 線中心より 50ｍ  34 - 35 国道 1 号線中心より 50ｍ 

 31 - 32 国道 1 号線中心より 50ｍ  35 - 36 市道市瀬１号線中心より 50ｍ 

 32 - 1 市道転石観音山線中心より 50ｍ  36 - 37 国道 1 号線中心より 50ｍ 

   37 - 38 市道市瀬 2 号線中心より 50ｍ 

   38 - 39 市道市瀬 3 号線中心より 50ｍ 

   39 - 40 国道1号線中心より 50ｍ 

   40 - 68 鈴鹿川 

 

表 4－4 重点区域の境界（東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺その 2） 

68
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④東海道「野村集落」周辺 

東海道「野村集落」周辺については、「野村一里塚」があり、その他指定文化財として

「傘鉾」「獅子舞」などがある。その他、歴史的風致を構成する要素としては、野村集落

の東海道沿いに並ぶ歴史的建造物などがある。 

これら文化財などが分布し、また祭礼においては巡行などが行われる範囲は東海道亀

山宿の西側に続く東海道の沿道である。東海道「野村集落」周辺においてはこれらの文

化財や活動が行われる範囲を下記の図のとおり重点区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4－8 重点区域の境界（東海道「野村集落」周辺 拡大図） 

区間 区域(境界)の説明【北側】 区間 区域(境界)の説明【南側】 

 8 - 41 国道1号線中心より 50ｍ  10 - 49 市道布気小野線中心より 50ｍ 

 41 - 42 市道布気小野線中心より 50ｍ  49 - 50 県道 565 線 

 42 - 43 市道落針道野線  50 - 51 都市計画用途地域界 

 43 - 44 市道落針 10 号線  51 - 15 県道 565 線 

 44 - 45 市道落針 3 線中心より 50ｍ   

 45 - 46 市道布気線中心より 50ｍ   

 46 - 47 市道西町落針線中心より 50ｍ   

 47 - 48 市道野村一里塚線   

 48 - 11 竜川   

 

8 41

42
43

44

47

48

11

10

49

50
51

 

15

表 4－5 重点区域の境界（東海道「野村集落」周辺） 

45

46
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⑤東海道「川合・和田集落」周辺 

東海道「川合・和田集落」周辺については、「川合かんこ踊り」「谷口法悦題目塔」「和

田道標」があり、その他、歴史的風致を構成する要素としては、「石上寺」や川合集落の

東海道沿いに点在する歴史的建造物などがある。 

これら文化財などが分布し、また祭礼においては巡行などが行われる範囲は、東海道

亀山宿の東側に続く東海道の沿道である。東海道「川合・和田集落」周辺においてはこ

れらの文化財や活動が行われる範囲を下記の図のとおり重点区域とする。 

 

 

 

  

  

図 4－9 重点区域の境界（東海道「川合・和田集落」周辺 拡大図） 

14

19

52 

53 54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 65 

66 

67 

区間 区域(境界)の説明【北側】 区間 区域(境界)の説明【南側】 

 14 - 52 市道栄町和田線中心より 50ｍ  19 - 61 市道栄町和田線中心より 50ｍ 

 52 - 53 石上寺敷地境界  61 - 62 市道和田 1 号線中心より 50ｍ 

 53 - 54 市道栄町和田線中心より 50ｍ  62 - 63 市道和田 26 号線中心より 50ｍ 

 54 - 55 市道和田 1 号線中心より 50ｍ  63 - 64 市道和田川合線中心より 50ｍ 

 55 - 56 市道和田 26 号線中心より 50ｍ  64 - 65 国道 1 号線境界より 50ｍ 

 56 - 57 市道和田川合線中心より 50ｍ  65 - 66 市道井田川 1 号線中心より 50ｍ 

 57 - 58 国道 1 号線境界より 50ｍ  66 - 67 市道井田川 3 号線中心より 50ｍ 

 58 - 59 市道井田川 1 号線中心より 50ｍ  67 - 60 市界 

 59 - 60 市道井田川 3 号線中心より 50ｍ   

 

表 4－6 重点区域の境界（東海道「川合・和田集落」周辺） 
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⑥大和街道「加太宿」周辺 

大和街道「加太宿」周辺については、東海道との分岐点に「鈴鹿関跡」（国の史跡）が

あり、その遺跡に接続する大和街道は平安初期に鈴鹿峠が開削されるまで、都と東国を

結ぶ最も重要な街道の一つであり、古代における東海道といわれている。鈴鹿関跡を中

心とする大和街道沿道において、鈴鹿関跡をはじめとする歴史文化資産の保存維持活動

が続けられており、それによって地域の歴史を知り、残された遺産を誇りに感じるとと

もに、次世代へ継承していこうとする様に歴史的風致が感じられる。 

なお、この区域は「鈴鹿関」周辺において東海道「関宿」、東海道「坂下宿・鈴鹿峠」

と区域が重複し、指定文化財としては「加太のかんこ踊り」「鹿伏兎城跡」「川俣神社」

がある。その他、歴史的風致を構成する要素としては、大和街道沿いに笹ヶ平古墳、川

俣城跡などの中世城館跡、坊谷隧道・加太駅駅舎・市場川橋梁・第 165 号架道橋・大和

街道架道橋などの鉄道遺産が点在する。 

これら文化財などの分布や、人々の活動が行われる範囲は「鈴鹿関跡」を中心とする

大和街道沿いに見られる。大和街道「加太宿」周辺においては国の史跡である「鈴鹿関

跡」の保存維持活動が行われている範囲の内、今後重点的に取組を行う範囲を下記の図

のとおり重点区域とする。 

 

   

  

  

 

  

図 4－10 重点区域の境界（大和街道「加太宿」周辺 拡大図） 

区間 区域(境界)の説明【北側】 区間 区域(境界)の説明【南側】 

 40 - 68 鈴鹿川  76 - 77 名阪国道 

 68 - 69 字界  77 - 78 国道 25 号線中心より 50ｍ 

 69 - 70 国道 25 号線中心より 50ｍ  78 - 79 市道市場出合線中心より 50ｍ 

 70 - 71 笹ケ平古墳敷地界より 50ｍ  79 - 80 字界 

 71 - 72 国道 25 号線中心より 50ｍ  80 - 81 加太川 

 72 - 73 ＪＲ関西本線中心より 50ｍ  81 - 82 国道 25 号線中心より 50ｍ 

 73 - 74 鹿伏兎城跡敷地境界  82 - 9 82と9を結ぶ線 

 74 - 75 ＪＲ関西本線中心より 50ｍ   

 75 - 76 字界   

 

40
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9

表 4－7  重点区域の境界（大和街道「加太宿」周辺） 
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２．重点区域の指定の効果 

重点区域として設定した東海道や大和街道の沿道は、当市をほぼ東西に貫通する物理

的な基軸であり、市民・来訪者の交流軸ともなっている。 

当該重点区域において、歴史的な建造物等の保護、景観条例等に基づく景観形成、歴

史的な建造物周辺の景観的整備、建造物等の活用の促進などを重点的・一体的に進める

ことにより、重点区域における歴史的風致が維持向上するとともに、東海道などの一体

性が回復して回遊性が高まるなどにより、市民・来訪者の交流が促進される。 

さらに、この区域の歴史的風致を維持向上させることは、市民・来訪者双方に市の歴

史的・文化的資産への理解を深めるとともに、これを活かしたまちづくりに対する意識・

意欲を高め、市の歴史的風致を活かしたまちづくりを大きく進展させる。 

 

３．良好な景観の形成に関する施策との連携 

（１）都市計画による都市の魅力継承と更なる向上 

亀山市都市マスタープランでは、都市づくりの目標として、「都市の魅力継承と更なる

向上」を掲げ、本市特有の自然環境や景観を守り、また、「歴史文化資産」を保全・活用

することとしており、亀山宿・関宿・坂下宿やそれを繋ぐ東海道の歴史的風致や景観な

どを中心に、市内の歴史的資産の保全・活用を図り、本市らしい「都市の姿」の保持に

努めることとしている。 

これらを推進するため、市域（19,104ha）の約 34％（6,447ha）を非線引き都市計画

区域としており、その内の 1,149.4ha に用途地域を定めている。都市計画区域及び用地

地域の指定状況は、図 4－11 に示すとおりである。 

用途地域の指定は、多くの範囲で第１種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用

地域、第 1 種住居地域となっており、住環境に配慮した指定を行っている。亀山宿・関

宿から発展した商店街については、近隣商業地域とし、特に、関宿の中心商店街におい

ては、近隣商業地域と伝統的建造物群保存地区の指定を行っており、重要伝統的建造物

群保存地区では、亀山市伝統的建造物群保存地区条例に基づき、保存地区内の建築物な

どの現状変更行為について許可を行うことで、町並みをいかした特色ある商店街として

の措置を図っている。また、亀山市関宿重要伝統的建造物群保存地区保存計画及び亀山

市関宿重要伝統的建造物群保存地区景観保存基準に基づいて、修理修景事業を行い町並

みの保存を図っている。 

 

表 4－8 重点区域内の主な都市計画 

用途地域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域、工業地域 

伝統的建造物群保存地区 亀山市関宿伝統的建造物群保存地区 
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図 4－11 用途地域と重点区域 



 

159 

重
点
区
域
の
位
置
及
び
区
域 

第

４

章

（２）亀山市景観計画による良好な景観の推進 

亀山市景観計画により市域全域を景観計画区域として位置付け、建築物及び工作物や

開発行為等について形態意匠などの景観誘導を実施している。また、景観計画区域内で

も、より景観形成を推進する地区として景観重点地区、景観形成推進地区を指定し、建

築物及び工作物等の高さや形態意匠についてより積極的な規制を行っている。（図 4－12） 

歴史的な町並み景観の保全として、「亀山城下町景観形成推進地区」、「関宿周辺景観形

成推進地区」を指定し、また、東海道沿いの視点場である「百六里庭」からの町並みの

眺望を眺望景観重点地区としている。 

景観形成推進地区での建築物及び工作物の高さは 12ｍ以下かつ 3 階建以下、景観重点

地区での建築物及び工作物の高さは 15ｍ以下と規制し、形態意匠についても色彩基準を

設け、良好な景観形成に努めている。 

今後も景観形成推進地区、眺望景観重点地区等の指定を推進し、景観形成基準による

景観誘導を図るとともに、景観重要建造物、景観重要公共施設の指定など、良好な景観

の保全・創出を行うこととしている。 

  

図 4－12 景観形成推進地区・景観重点地区と重点区域 
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（３）亀山市環境保全条例による良好な景観の推進 

亀山市景観計画で定める一般地区において規制対象外となる、1,000 ㎡以上の土地の

区画形質の変更や土石・砂利などの採取について「亀山市環境保全条例」において開発

行為届出対象行為として定め、開発行為届出書を提出することになっている。そのため、

景観計画において対象外となる行為について良好な景観形成の推進のため、景観指導を

行っている。 

 

表 4－9 亀山市環境保全条例における禁止行為 

(1)5,000 ㎡以上の山林の伐採 

(2)1,000 ㎡以上の土地の区画形質の変更 

(3)1,000 ㎡以上の土石、砂利等の採取 

(4)延べ面積が 500㎡を超える建築物の建築 

(5)産業廃棄物の処理施設で規則で定めるものの建設 

(6)前各号に掲げるものの他、市長が特に環境保全上必要と認める行為 

 

 

 

  

図 4－13 条例における区域（全市）と重点区域 
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（４）三重県屋外広告物条例による良好な町並み景観の推進 

本市では「三重県屋外広告物条例」に基づき、三重県により屋外広告物の規制が行わ

れている。「三重県屋外広告物条例」では禁止地域・許可地域が指定されており、禁止地

域・許可地域について、それぞれ高さ・大きさなどについての許可基準が設けられてい

る。禁止地域については、基本的に屋外広告物を掲示することができないが、自家用広

告物などで許可基準に適合しているものについては許可されている。本市における禁止

地域は図 4－14 に示す地域となっており、その他の地域については全て許可地域となっ

ている。 

表 4－10 市内に存する三重県屋外広告物条例に基づく禁止地域 

第 1種低層住宅専用地域、第 1種中高層住居専用地域、第 2種中高層住居専用地域、 

伝統的建造物保存地区 

重要文化財又は県指定文化財に指定された建物の周囲 50ｍ以内の地域 

史跡名勝天然記念物、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域 

高速道路・自動車専用道路とその両側 500ｍの区域 

道路・鉄道の内、知事が指定する区間及びその両側の地域 

都市公園・緑地 

古墳、墓地 

ＪＲ亀山駅前広場 

官公署、国又は地方公共団体が設置した図書館・学校・博物館・美術館・体育館・公民館・

公衆便所等の建物及び敷地 

 

  

図 4－14 三重県屋外広告物条例における規制と重点区域 
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（５）自然公園法による自然景観の保全 

本市の北西山間部は、野登山のブナ林に代表される良好な自然環境があることから、

自然公園法の規定に基づき、鈴鹿国定公園に指定されている。 

この鈴鹿国定公園の地種区分としては、「特別保護地区」「第 1 種特別地域」「第 2種特

別地域」「第 3種特別地域」があり、重点区域においては、鈴鹿峠周辺は「第 2 種特別地

域」、坂下宿周辺は「第 3 種特別地域」、関宿北側は「第 1 種特別地域」となっている。

これらの地域内での工作物の設置などの行為については、三重県知事の許可制となり、

当該区域の風致の保全が図られている。また、大部分を占める「第 3 種特別地域」では、

通常の農林活動は容認されることから、従来からの地場産業などとも共存しつつ、適切

な保護が図られている。 

 

 

 

 

 

 

  

図 4－15 鈴鹿国定公園の指定範囲と重点区域 
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（６）亀山農業振興地域整備計画による農業・農村景観の保全 

本市では「亀山農業振興地域整備計画書」において、農用地の利用や農業生産基盤の

整備開発、農用地などの保全に関して方向性を示し、令和 10 年度(2028)を目標年として

農業振興に取り組んでいる。 

本計画の重点区域の関宿や亀山宿は農業振興地域外であるが、坂下宿などの一部の街

道沿いや坂本棚田は「農業振興地域」となっており、良好な田園風景が保全される。 

生活環境施設の目標として集落内の農道改善や生活道路の整備に取り組むことや、環

境学習やグリーンツーリズムを通じて里山などの森林保全の重要性を伝え、市民・事業

者・行政が一体となり公益的機能を強化するといった農業施策と連携して歴史的風致の

維持向上を図る。 

 

  

図 4－16 農業振興地域と重点区域 
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（７）亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例による自然景観の保全 

鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源に改めて誇りを感じ、自然環境などをかけが

えのない財産として守り次世代に継承していくため、市の責務並びに市民及び事業者の

役割を明らかにし、市の施策の基本となる事項を定めるため、平成 31 年（2019 年）に

「亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例」を制定した。 

本条例では鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源の保全及び活用に関する施策を総

合的に策定し、計画的に推進するとともに、鈴鹿川最上流域における特有の歴史的資源

の保全及び活用に関し、必要な措置を講ずるものとしている。これらの趣旨を踏まえ、

鈴鹿川等源流域及び鈴鹿川最上流域における歴史的風致の維持向上に関する取組をより

一層推進することとする。 

 

表 4－11 条例における区域 

鈴鹿川等源流域 鈴鹿川及び中ノ川の源流域であって、鉱区禁止地域に指定された亀山市

西部森林地域及び関宿周辺地域 

鈴鹿川最上流域 河川法第 4 条第１項の水系を指定する政令（昭和 40 年政令第 43 号）

第 55 号に規定する鈴鹿川水系の鈴鹿川本流の加太川合流点から上流域 

 

 

図 4－17 条例における区域と重点区域 
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